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○
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
号

大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
の
施
行
に
伴

い
、
及
び
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
四
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
麻
取
締
法

施
行
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
十
六
日

厚
生
労
働
大
臣

福
岡

資
麿

大
麻
取
締
法
施
行
規
則
の
全
部
を
改
正
す
る
省
令

厚
生
省

大
麻
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年

令
第
一
号
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

農
林
省

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
免
許
の
申
請
）

第
一
条

大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
麻
草
採
取
栽

培
者
の
免
許
（
以
下
こ
の
条
、
第
三
条
、
第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
（
第
五
項
を
除
く
。
）
に
お
い
て
単
に
「
免
許
」

と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
栽
培
地
の
属
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す
る
都
道
府
県
の
知
事
（
以
下
「
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
と
き
は
、
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
、
住
民
票
の
写
し
及
び
公
の
機
関
が
発

行
し
た
身
分
証
明
書
若
し
く
は
資
格
証
明
書
で
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
又
は
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
ら
に
準
ず

る
も
の
と
し
て
特
に
認
め
る
も
の

二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
定
款
及
び
登
記
事
項
証
明
書
（
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
を
含
む
。
）

三

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し

た
書
類
並
び
に
当
該
役
員
の
住
民
票
の
写
し
及
び
公
の
機
関
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
若
し
く
は
資
格
証
明
書
で
写
真
を

貼
り
付
け
た
も
の
又
は
そ
の
他
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
特
に
認
め
る
も
の

四

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障

害
又
は
当
該
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
麻
薬
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

五

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
）
が
法
第
五
条
第
二
項
各
号

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓
書
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六

栽
培
地
の
登
記
事
項
証
明
書

七

栽
培
地
の
区
域
を
示
す
図
面

八

栽
培
地
が
自
己
の
所
有
に
属
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
の
同
意
書
、
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
免
許
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
栽
培
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
証
明
す
る
書
類

九

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
法
第
二
条
第
三
項
の
大
麻
草
栽
培
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
免
許
証
の
写
し

十

事
業
計
画
書

十
一

業
務
上
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
位
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面
及
び
写
真

十
二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
大
麻
草
の
栽
培
に
従
事
す
る
者
の
雇
用
契
約
書
の

写
し
そ
の
他
大
麻
草
の
栽
培
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
使
用
関
係
を
証
す
る
書
類

十
三

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
大
麻
草
の
栽
培
に
従
事
す
る
者
の
業
務
の
内
容
を

記
載
し
た
書
類

（
法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
二
条

法
第
五
条
第
二
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
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業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
っ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

（
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
の
記
載
事
項
）

第
三
条

法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿
に
登
録
す
べ
き
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

住
所
地
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
生
年
月
日
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
氏
名
を
含

み
、
生
年
月
日
を
除
く
。
）

三

栽
培
地
の
数
、
位
置
及
び
面
積

四

業
務
上
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
位
置

五

栽
培
目
的

六

免
許
に
付
し
た
条
件

七

免
許
証
の
再
交
付
の
事
由
及
び
年
月
日

八

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
抹
消
の
事
由
及
び
年
月
日

（
大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
報
告
）
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第
四
条

法
第
九
条
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
大
麻
草
採
取
栽
培
者
（
免
許
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
者
を
含
む
。
）
は
、
別

記
第
二
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
の
記
載
事
項
）

第
五
条

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
採
取
し
た
大
麻
草
の
繊
維
の
数
量
と
す

る
。

（
大
麻
の
廃
棄
方
法
）

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
焼
却
、
埋
却
そ
の
他
の
大
麻
を
回
収
す
る
こ
と
が
困
難

な
方
法
と
す
る
。

（
事
故
が
生
じ
た
と
き
の
届
出
事
項
）

第
七
条

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員
の
氏

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

免
許
証
の
番
号
、
免
許
年
月
日
及
び
免
許
証
の
種
類



- 6 -

三

栽
培
地
及
び
業
務
上
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
位
置

四

事
故
発
生
の
状
況

（
免
許
の
取
消
し
等
の
届
出
）

第
八
条

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
都
道

府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員
の
氏

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

免
許
証
の
番
号
、
免
許
年
月
日
及
び
免
許
証
の
種
類

三

免
許
の
取
消
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
及
び
そ
の
年
月
日

四

現
に
所
有
す
る
大
麻
草
の
繊
維
の
数
量

３

法
第
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
都
道
府
県

知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

法
第
十
二
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一

届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員
の
氏

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
）

二

免
許
証
の
番
号
、
免
許
年
月
日
及
び
免
許
証
の
種
類

三

栽
培
地
の
所
在
地
及
び
名
称

四

現
に
管
理
す
る
大
麻
草
の
繊
維
の
数
量

５

法
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
者
が
当
該
大
麻
草
を
栽
培
し
、
又
は
当
該
大
麻
を
所
持
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

法
第
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
麻
草
採
取
栽
培
者
又
は
大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
の
申
請
）

第
九
条

法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「
免
許
」
と
い

う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
栽
培
地
を
管
轄
す

る
地
方
厚
生
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
書
類
、
住
民
票
の
写
し
及
び
公
の
機
関
が
発
行
し
た
身
分
証
明
書
若

し
く
は
資
格
証
明
書
で
写
真
を
貼
り
付
け
た
も
の
又
は
そ
の
他
地
方
厚
生
局
長
が
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
特
に
認

め
る
も
の

二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
当
該
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
麻
薬
中
毒
者
で
あ

る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書

三

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二
項
各
号
（
第
七
号
を
除

く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
旨
の
宣
誓
書

四

栽
培
地
の
登
記
事
項
証
明
書

五

栽
培
地
の
区
域
を
示
す
図
面

六

栽
培
地
が
自
己
の
所
有
に
属
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
所
有
者
の
同
意
書
、
賃
貸
借
契
約
書
の
写
し
そ
の
他
の
免
許
を
受

け
よ
う
と
す
る
者
が
栽
培
地
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
証
明
す
る
書
類

七

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
現
に
大
麻
草
栽
培
者
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
免
許
証
の
写
し

八

研
究
計
画
書
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九

業
務
上
大
麻
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
位
置
及
び
構
造
を
示
す
図
面
及
び
写
真

２

第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
大
麻
草
研
究
栽
培
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
（
見
出
し

法
第
五
条
第
二
項
第
五
号

法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
二

を
含
む
。
）

項
第
五
号

第
三
条
（
見
出
し

大
麻
草
採
取
栽
培
者
名
簿

大
麻
草
研
究
栽
培
者
名
簿

を
含
む
。
）

法
第
六
条
第
一
項

法
第
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
条
第
一

項

第
三
条
第
二
号

生
年
月
日
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る

生
年
月
日

と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の

氏
名
を
含
み
、
生
年
月
日
を
除

く
。
）
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第
三
条
第
五
号

栽
培
目
的

研
究
目
的

第
三
条
第
六
号

免
許

大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
免
許
（
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
第
八
条
第
五
項
を
除
き
、
以
下
単
に
「
免
許
」

と
い
う
。
）

第
三
条
第
八
号

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

三
第
二
項

第
五
条

法
第
十
条
第
一
項
第
四
号

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
条
第
一

項
第
四
号

採
取
し
た
大
麻
草
の
繊
維
の
数
量

研
究
の
た
め
使
用
し
た
大
麻
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
使

用
し
た
年
月
日

第
六
条

法
第
十
二
条
第
一
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
第

一
項

第
七
条

法
第
十
二
条
の
二
第
一
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の
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二
第
一
項

第
七
条
第
一
号

住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き

住
所

は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
）

第
八
条

法
第
十
二
条
の
四
第
一
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

四
第
一
項

次
に
掲
げ
る
事
項

次
の
各
号
（
第
四
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
項

法
第
十
二
条
の
四
第
三
項

法
第
十
七
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
二
条
の

四
第
三
項

第
八
条
第
一
項

別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を

別
記
第
三
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
栽
培
地
を
管
轄
す
る

都
道
府
県
知
事

地
方
厚
生
局
長
（
以
下
「
地
方
厚
生
局
長
」
と
い
う
。
）

第
八
条
第
二
項
第

住
所
（
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き

住
所
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一
号

は
、
そ
の
名
称
、
業
務
を
行
う
役
員

の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
）

第
八
条
第
三
項

別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を

別
記
第
四
号
様
式
に
よ
る
届
出
書
を
地
方
厚
生
局
長

都
道
府
県
知
事

（
大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
報
告
）

第
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
報
告
を
し
よ
う
と
す
る
大
麻
草
研
究
栽
培
者
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
地
方

厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
当
該
有
効
期
間
中
に
譲
り
渡
し
、
又
は
廃

棄
し
た
大
麻
の
品
名
及
び
数
量
と
す
る
。

（
収
去
証
の
交
付
）

第
十
一
条

法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
麻
薬
取
締
官
又
は
麻
薬
取
締
員
そ
の
他
の
職
員
が
大
麻
を
収
去
し
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
よ
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
証
票
）

第
十
二
条

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
携
帯
す
べ
き
身
分
を
示
す
証
票
は
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
る
も
の
と

す
る
。附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
大
麻
取
締
法
及
び
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下
「
改
正
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
二
月
十
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
大
麻
栽
培
者
及
び
大
麻
研
究
者
の
大
麻
の
栽
培
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令

に
よ
る
改
正
後
の
大
麻
草
の
栽
培
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
免
許
の
有
効
期
間
内

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。



別記第１号様式(法第５条、第13条第１項関係) 

収 入 

印 紙 

大臣免許に

限る。 

 
採取 

大麻草     栽培者免許申請書 
研究 

 

栽 培 地 

数  

位 置 
 

 

面 積 
 

 

 

 

目 的 

 

 

 

 

 

計 画 概 要 

 

 

 

業 務 管 理 体 制 

 

 

 

 

 

備 考 

 

 

 

  上記のとおり、免許を受けたいので申請します。 

    年  月  日 

住 所

法人又は団体にあっ

ては、主たる事務所の

所在地を含む。 

 

氏 名

法人又は団体にあっ

ては、その名称及び役

員の氏名を含む。 

 

生 年 月 日   

 

 厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事) 殿 

 （注意） 

1 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

  2 収入印紙は、大臣免許に係る申請書の正本にのみ貼り、消印をしないこと。 

  3 栽培地が複数ある場合には、栽培地ごとに位置、面積の欄を追加して記載すること。 

法人又は団体を除く。 



 

別
記
第
２
号
様
式
(
法
第
９
条
関
係
) 

大
麻
草
採
取
栽
培
者
の
年
間
報
告
書
 

免
許

証
番

号
 

第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

免
許

年
月

日
 

 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

大
麻

草
の

作
付

面
積
  

 
当

該
年

中
に

採
取

し
た
 

大
麻

草
の

繊
維

の
数

量
 

 

大
麻

の
品

名
 

当
該

年
の

初
め

に
 

所
持

し
た

数
量
 

当
該

年
中

に
採

取
し

、
 

又
は

譲
り

受
け

た
数

量
 

当
該

年
の

末
日

に
 

所
持

し
た

数
量
 

備
考
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
上
記
の
と
お
り
、
報
告
し
ま
す
。
  

 
 
 
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

住
所
 （

法
人
又

は
団
体
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
含
む
。
）
 

 
 

氏
名
 （

法
人
又

は
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
役
員
の
氏
名
を
含
む
。
） 

 
 

生
年
月
日
 （

法
人
又

は
団
体
を
除
く
。
）
 

 
 

 
都
道
府
県
知
事
 
 
 
 
 
 
 
殿
 

 
(
注
意
) 

 
 
1
  
用
紙
の
大
き
さ
は
、
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

2
 
 
栽
培
地
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
栽
培
地
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。
 



 

別記第３号様式(法第12条の４第１項、第17条第１項関係) 

 

 
採取 

大麻草    栽培者免許取消届 
研究 

 

免 許 証 の 番 号 第     号 免 許 年 月 日 年  月  日 

免 許 証 の 種 類
  

免許証返納の理由

及 び そ の 年 月 日 

 

現 在 の 大 麻 草 の 

作 付 面 積
 
 

現に所有する大麻の

品 名 及 び 数 量
 

品 名 数 量 

  

現 に 所 有 す る 

大 麻 草 の 繊 維 の 

数 量
 

 

備 考
  

  上記のとおり、免許の取消しを受けたいので、免許証を添えて届け出ます。 

      年  月  日 

住 所（法人又は団体にあっては、主たる事務所の所在地を含む。） 

氏 名(法人又は団体にあっては、その名称及び役員の氏名を含む。) 

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長，都道府県知事) 殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 



 

別記第４号様式(法第12条の４第３項、第17条第１項関係) 

 

採取 
大麻草    栽培者死亡等届 

研究 

免 許 証 の 番 号 第    号 免 許 年 月 日 年  月  日 

免 許 証 の 種 類  氏 名  

届 出 の 理 由 
 

栽 培 地 

所 在 地 
 

名 称 
 

現 在 の 大 麻 草 の 

作 付 面 積 

 

現 に 管 理 す る 

大麻の品名及び数量 

品 名 数 量 
 

  
 

現に管理する大麻草の 

繊 維 の 数 量 
 

 

備 考  
 

  上記のとおり、免許証を添えて届け出ます。 

      年  月  日 

住 所    

届出義務者続柄                  

氏 名     

  厚生労働大臣(地方厚生(支)局長、都道府県知事)      殿 

 (注意) 

  用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

法人又は団体にあっては、名

称及び役員の氏名を含む。 

法人又は団体にあっては、主

たる事務所の所在地を含む。 



 

別
記

第
５
号
様

式
(
法
第
1
5第

１
項
関
係
) 

大
麻
草
研
究
栽
培
者
の
年
間
報
告
書
 

免
許

証
番

号
 

第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

免
許

年
月

日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

大
麻

草
の

作
付

面
積
  

 

 

大
麻

の
品

名
 

当
該

有
効

期
間

の
 

初
日

に
所

持
し

た
 

大
麻

の
数

量
 当

該
有
効
期
間
中
に
採
 

取
し

、
又

は
譲

り
 

受
け

た
大

麻
の

数
量
 当

該
有
効
期
間

中
に
譲

り
渡

し
、

又
は

廃
棄
 

し
た

大
麻

の
数

量
 当

該
有

効
期

間
の
 

末
日

に
所

持
し

た
 

大
麻

の
数

量
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
上

記
の

と
お

り
、

報
告

し
ま
す

。
 

 
 

 
 
年
 

 
月
 
 
日
 

住
所
 
 

 
 

氏
名
 
 

 
 

生
年

月
日
 
 

 
 

 
厚

生
労

働
大

臣
(
地
方

厚
生
(
支

)
局
長
) 

殿
 

 
(
注
意
) 

 
 
用
紙

の
大

き
さ

は
、

Ａ
４

と
す
る

こ
と
。
 



別記第６号様式（法第 21 条第１項関係） 

 
番号 

 
収 去 証 控 

 
免許の種類及び免許証の番号 
 
氏名又は名称 
 
住    所 
 
収 去 場 所 
 
品 名 数 量 
 
  年  月  日 

 
収去者職 氏 名 

 
備 考 
 
 
 

 
番号 

 
収 去 証 

 
免許の種類及び免許証の番号 

 
氏名又は名称 

 
住    所 

 
収 去 場 所 

 
品 名 数 量 

 
大麻草の栽培の規制に関する法律

（昭和二十三年法律第百二十四号）第

二十一条第一項の規定により上記のよ

うに収去する。 
 
  年  月  日 

収去者職 氏名     ㊞ 

 
備考 用紙の大きさは、A5 とする。 

㊞ 



別記第７号様式（第 21 条第２項条関係） 

表面 

  

  

 

裏面 

 この証票を携帯する者は、大麻草の栽培の規制

に関する法律第 21 条の規定により立入検査又は

収去を行う職権を有するものである。 

大麻草の栽培の規制に関する法律抜粋 

第 21 条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、この

法律の施行のため特に必要があるときは、大麻

草栽培者その他の関係者から必要な報告を求

め、又は麻薬取締官若しくは麻薬取締員その他

の職員に、栽培地、倉庫、研究室その他大麻に

関係ある場所に立ち入り、業務の状況若しくは

帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは試

験のため必要な最小分量に限り大麻を無償で収

去させることができる。  

２ 麻薬取締官又は麻薬取締員その他の職員が前

項の規定により立入検査又は収去をする場合に

は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人

の請求があるときは、これを提示しなければな

らない。  
３ 第１項に規定する権限は、犯罪捜査のために

認められたものと解してはならない。 

 

第  号 

 

 官 職 

 氏 名 

            年  月  日生 

大麻草の栽培の規制に関する法律（昭和 23

年法律第 124 号）第 21 条の規定による当該

職員の証 

 

         年  月  日発行 

（１年間有効） 

厚生労働省（地方厚生局又は都道府県） ㊞ 

 

 

 

 

写真貼付面 

12cm 

8cm
 


